
那珂川市複合児童福祉施設運営委員会委員公募要領 

  

那珂川市複合児童福祉施設（通称：ふれあいこども館）の円滑な管理運営を図るため、運営に関し、必要

な事項を審議及び検討し、市長に意見を述べる附属機関として運営委員会を設置しています。 

つきましては、現運営委員会委員の任期満了に伴う新たな運営委員会委員の一般公募をすることを目的と

して、複合児童福祉施設運営委員会の一般公募による委員を募集します。 

 

１． 応募資格 

市内に在住する 18 歳以上の人（令和 8 年 4 月 1 日現在の年齢）ただし高校生は除く 
 

２． 募集人数 

若干名 
 

３． 任期 

令和 8 年 6 月 30 日から令和 10 年 6 月 29 日まで 
 

４．応募方法 

次に掲げる書類各 1 部をふれあいこども館に持参または郵送で提出してください 

（１） 複合児童福祉施設運営委員会委員申込書（別紙のとおり） 

（２） 課題小論文 

テーマ「那珂川市における子育て支援拠点施設としてのふれあいこども館の役割」 

①A4 判サイズの用紙に 800 字以内でまとめてください。 

②次のことを踏まえ、自らの考えを明記してください。 

子育てしやすいまちづくりを目指す那珂川市で、今、必要とされる子育て支援について、行政

や住民、地域でできることは何か。 

 

 

５．応募期間 

4 月 17 日（金）から 5 月 17 日（日）午後 5 時まで 
 

６．選考方法 

複合児童福祉施設運営委員会委員には、那珂川市の未来を担う子どもたちの育成や子育て支援に関心

のある人などを選考します。 

選考は、書類による審査を行います。なお、選考結果については、それぞれ本人に通知します。 

（１） 書類審査  

「申込書」及び「課題小論文」 
 

７． その他 

（１）委員は那珂川市の非常勤特別職の職員となり、日額 4,100 円の報酬と 1,700 円の費用弁償（交通費）

が支給されます。 

（２）会議は 2 回程度開催される予定で、開催時間は委員決定後に調整して決定します。 
 

８． 注意事項 

(ア) 提出書類に虚偽の記載が認められた場合は、委員就任後であっても委嘱を取り消す場合があります。 

(イ) 受理した提出書類は、返還しません。 

申込先：〒811-1253那珂川市仲 2丁目 5番 2号 ふれあいこども館  

 


